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右
の
質
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意
書
を
提
出
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る
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外
国
人
財
産
取
得
政
令
の
在
日
華
き
よ
う
に
対
す
る
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

且
つ
、
政
令
の
適
用
に
当
つ
て
、
公
正
な
取
扱
を
欠
い
て
い
る
点
が
あ
る
。
左
記
項
目
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

株
式
取
得
に
つ
い
て
の
制
約
は
、
財
産
保
全
の
た
め
の
株
式
持
分
を
も
不
可
能
に
し
て
い
る
。
又
旧
株
所
有
者
に
対 

一 

本
年
一
月
十
四
日
以
前
に
、
合
法
的
に
取
得
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
、
登
記
を
申
請
し
た
も
の
が
、
各
地
の
登
記
所

で
、
政
令
に
よ
つ
て
認
可
を
受
け
る
べ
き
こ
と
、
あ
る
い
は
認
可
を
要
し
な
い
旨
の
証
明
を
要
求
し
て
、
書
類
の
受
理

を
拒
否
し
て
い
る
。
か
か
る
措
置
は
不
当
で
は
な
い
か
。 

二 

政
令
は
、
事
業
目
的
の
た
め
の
不
動
産
借
用
に
対
し
て
、
極
端
な
制
約
を
加
え
て
い
る
。
橫
浜
市
の
場
合
に
お
い
て

も
店
舖
の
借
用
が
生
活
維
持
の
た
め
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
基
準
に
制
約
さ
れ
て
、
移
転
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
同
市
内
の
店
舖
は
軒
並
み
閉
店
を
し
て
い
る
。
か
か
る
状
態
に
対
し
、
政
府
は

い
か
な
る
考
え
を
持
つ
て
い
る
か
。 

本
政
令
の
在
日
華
き
よ
う
に
対
す
る
適
用
は
極
め
て
不
合
理
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
活
権
に
重
大
な
脅
威
を
與
え
て
い
る
。 

三 

、 
、 
、 
 

、 
、 
 

、 

 



四 

こ
の
政
令
は
、
日
本
人
と
在
日
華
き
よ
う
の
合
べ
ん
事
業
を
阻
害
し
て
い
る
。
又
中
日
貿
易
の
発
展
及
び
両
国
人
民

の
親
善
関
係
に
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
政
府
は
、
本
政
令
よ
り
在
日
華
き
よ
う
に
対
し
適
用
を
除
外
す
る
意

思
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 

す
る
割
当
新
株
の
取
得
が
十
株
程
度
の
も
の
で
も
、
認
可
さ
れ
な
い
実
情
で
あ
る
。
か
か
る
取
扱
は
生
活
権
侵
害
で

は
な
い
か
。 
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、 
、 
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、 
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、 
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